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方
、
障
害
年
金
1
級
に
該
当
さ
れ

た
方
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
1
級

の
対
象
と
な
っ
た
方
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方
、
身
体

障
害
者
手
帳
４
級
か
つ
知
能
指
数

50
以
下
の
方
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
２
級
か
つ
身
体
障
害
者

手
帳
３
級
ま
た
は
４
級
の
方
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
２
級
か
つ

知
能
指
数
50
以
下
の
方
。

※ 

所
得
基
準
が
あ
り
ま
す
の
で
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
町
で
は
、
国
民
的
課
題
で
あ
り
ま

す
同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
啓

発
活
動
と
し
て
人
権
教
育
研
修
会
を

開
催
し
ま
す
。
参
加
費
は
無
料
で
す
の

で
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

○�

日
時
　
１
月
18
日
㈯

　
午
後
１
時
～
午
後
３
時
30
分
　
　

○
会
場
　
五
霞
中
央
公
民
館
　
講
堂

○
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
　
生
涯
学
習
Ｇ

　
☎

（84）
１
４
６
０
（
直
通
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
令
和
６
年
中
に
普
通
徴
収
（
現
金

納
付
ま
た
は
口
座
振
替
）
に
よ
り
納
付

さ
れ
た
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を

確
定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除
に
利

用
す
る
場
合
に
添
付
す
る
、
確
認
書
を

役
場
各
担
当
窓
口
に
て
交
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
を
さ
れ

る
方
は
確
認
書
の
添
付
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

※ 

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
保
険
税
等

は
年
金
支
払
機
関
（
日
本
年
金
機
構

な
ど
）
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収

票
等
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

納
税
義
務
者
（
被
保
険
者
）
本
人
、

同
一
世
帯
の
方
、
振
替
口
座
名
義
人

が
来
庁
す
る
場
合
以
外
は
委
任
状

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
交
付
開
始
日 

　
１
月
６
日
㈪

○�

交
付
時
間
　
午
前
8
時
30
分
～
午

後
5
時 

（
役
場
開
庁
日
の
み
）

○
持
参
す
る
も
の

　 

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

○�

交
付
場
所

・
国
民
健
康
保
険
税

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
町
民
税
務
課
　
③
番
窓
口

・
介
護
保
険
料

　
健
康
福
祉
課
　
⑦
番
窓
口

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
は
、
口
座
振
替
へ
切
り
替
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
１
月
31
日
㈮
ま
で
に
手
続
き
を
さ

れ
ま
す
と
、
4
月
分
の
年
金
か
ら
の
支

払
い
が
中
止
さ
れ
、
7
月
か
ら
口
座
振

替
に
よ
り
お
支
払
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
口
座
振
替
の
ご
依
頼
が
お

済
み
で
な
い
場
合
は
、
併
せ
て
手
続
き

を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
前
述
の
期
限
を
過
ぎ
て
手

続
き
を
さ
れ
た
場
合
は
、
6
月
分
以

降
の
年
金
か
ら
中
止
さ
れ
ま
す
。

※ 

す
で
に
変
更
の
申
し
出
を
さ
れ
て

ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

○
役
場
確
定
申
告
受
付
期
間
　

　
２
月
17
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪

（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
）

※ 

詳
細
は
「
広
報
ご
か
」
２
月
号
に
掲

載
し
ま
す
。

　
申
告
者
ご
自
身
で
作
成
し
た
確
定

申
告
書
は
、
役
場
窓
口
で
受
付
は
い
た

し
ま
せ
ん
の
で
、
古
河
税
務
署
へ
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

○
古
河
税
務
署

　 

〒
３
０
６-

８
６
８
６

　
古
河
市
北
町
５
番
２
号

お
し
ら
せ

No.592

い
る
方
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
マ
ル
福
と
は
、
小
児
・
妊
産
婦
・
ひ

と
り
親
・
重
度
心
身
障
害
者
が
医
療

機
関
に
か
か
っ
た
場
合
の
医
療
費
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。
要
件
に
該
当

す
る
方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
な
い
方

は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

○�

小
児
　
０
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
方

（
18
歳
に
到
達
し
た
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
対
象
）

○�

妊
産
婦
　
母
子
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
方

○�

ひ
と
り
親
　
18
歳
未
満
の
子
と
そ

の
親
、
20
歳
未
満
の
一
定
の
障
害
を

持
つ
子
と
そ
の
親
、
配
偶
者
が
重
度

心
身
障
害
者
で
あ
る
方
お
よ
び
そ

の
子

○�

重
度
心
身
障
害
者
　
身
体
障
害
者

手
帳
1
・
2
級
の
交
付
を
受
け
た

方
、
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
の
内

部
障
害
の
交
付
を
受
け
た
方
、
知

能
指
数
が
35
以
下
と
判
定
さ
れ
た

方
、
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
か
つ
知

能
指
数
50
以
下
の
交
付
を
受
け
た

医
療
福
祉
費
支
給
制
度

（
マ
ル
福
）

人
権
教
育
研
修
会

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
方
法
は
選
択
で
き
ま
す

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

保
険
税
等
の
納
付
額
確
認
書

の
交
付
（
確
定
申
告
用
）




